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　（
１
） 　
専
　
決
　
処
　
分
　
書

　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
18
0条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
営
土
地
改
良
事
業
特
別
徴
収
金
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
次
の
と
お

り
専
決
処
分
を
す
る
。

　
　
平
成
25
年
６
月
28
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鳥
取
県
知
事
　
　
平
　
　
井
　
　
伸
　
　
治

　
　
　
国
営
土
地
改
良
事
業
特
別
徴
収
金
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
国
営
土
地
改
良
事
業
特
別
徴
収
金
徴
収
条
例
（
平
成
19
年
鳥
取
県
条
例
第
11
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

（
特
別
徴
収
金
の
徴
収
）

第
２
条
　
県
は
、
国
営
土
地
改
良
事
業
（
別
表
に
定
め
る
国
営
土
地
改
良
事
業
に

（
特
別
徴
収
金
の
徴
収
）

第
２
条
　
県
は
、
国
営
土
地
改
良
事
業
（
別
表
に
定
め
る
国
営
土
地
改
良
事
業
に
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限
る
。
以
下
「
国
営
事
業
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
係
る
地
域
内
に
あ
る
土
地

に
つ
き
法
第
３
条
に
規
定
す
る
資
格
を
有
す
る
者
が
、
当
該
国
営
事
業
の
工

事
の
完
了
に
つ
き
法
第
11
3条
の
２
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
が
あ
っ
た
日

（
そ
の
日
前
に
、
農
林
水
産
大
臣
が
、
当
該
土
地
を
含
む
一
定
の
地
域
に
つ
い

て
当
該
国
営
事
業
に
よ
っ
て
受
け
る
利
益
の
す
べ
て
が
発
生
し
た
と
認
め
て
そ

の
旨
を
公
告
し
た
と
き
は
、
そ
の
公
告
し
た
日
）
以
後
８
年
を
経
過
す
る
日
ま

で
の
間
に
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
行
為
を
し
た
場
合
に
は
、
そ

の
者
か
ら
、
特
別
徴
収
金
を
徴
収
す
る
。

　（
１
）　
当
該
土
地
を
当
該
国
営
事
業
の
計
画
に
お
い
て
予
定
し
た
用
途
以
外
の

用
途
（
土
地
改
良
法
施
行
令
（
昭
和
24
年
政
令
第
29
5号
。
以
下
「
政
令
」

と
い
う
。
）
第
53
条
の
８
に
規
定
す
る
用
途
（
政
令
附
則
第
５
項
に
規
定
す

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
項
に
定
め
る
用
途
）
を
除
く
。
以
下
「
目
的
外
用

途
」
と
い
う
。
）
に
供
す
る
た
め
所
有
権
の
移
転
等
（
所
有
権
の
移
転
又
は

地
上
権
、
賃
借
権
そ
の
他
の
使
用
及
び
収
益
を
目
的
と
す
る
権
利
の
設
定
若

し
く
は
移
転
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
し
た
場
合

　（
２
）　
略

２
・
３
　
略

　
限
る
。
以
下
「
国
営
事
業
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
係
る
地
域
内
に
あ
る
土
地

に
つ
き
法
第
３
条
に
規
定
す
る
資
格
を
有
す
る
者
が
、
当
該
国
営
事
業
の
工

事
の
完
了
に
つ
き
法
第
11
3条
の
２
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
が
あ
っ
た
日

（
そ
の
日
前
に
、
農
林
水
産
大
臣
が
、
当
該
土
地
を
含
む
一
定
の
地
域
に
つ
い

て
当
該
国
営
事
業
に
よ
っ
て
受
け
る
利
益
の
す
べ
て
が
発
生
し
た
と
認
め
て
そ

の
旨
を
公
告
し
た
と
き
は
、
そ
の
公
告
し
た
日
）
以
後
８
年
を
経
過
す
る
日
ま

で
の
間
に
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
行
為
を
し
た
場
合
に
は
、
そ

の
者
か
ら
、
特
別
徴
収
金
を
徴
収
す
る
。

　（
１
）　
当
該
土
地
を
当
該
国
営
事
業
の
計
画
に
お
い
て
予
定
し
た
用
途
以
外
の

用
途
（
土
地
改
良
法
施
行
令
（
昭
和
24
年
政
令
第
29
5号
。
以
下
「
政
令
」

と
い
う
。
）
第
53
条
の
８
に
規
定
す
る
用
途
（
政
令
附
則
第
７
項
に
規
定
す

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
項
に
定
め
る
用
途
）
を
除
く
。
以
下
「
目
的
外
用

途
」
と
い
う
。
）
に
供
す
る
た
め
所
有
権
の
移
転
等
（
所
有
権
の
移
転
又
は

地
上
権
、
賃
借
権
そ
の
他
の
使
用
及
び
収
益
を
目
的
と
す
る
権
利
の
設
定
若

し
く
は
移
転
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
し
た
場
合

　（
２
）　
略

２
・
３
　
略

　
　
　
　
附
　
則
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こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


